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新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、 

特定不妊治療費助成制度の助成要件が緩和されました 

〇治療開始時の妻の年齢について 

        対象Ｓ５2 年４月１日～Ｓ５３年３月３１日生まれの方 

 

 
４３歳未満    から  ４４歳未満   に緩和 

〇助成回数に関する妻の年齢について 

対象Ｓ５５年４月１日～Ｓ５6 年３月３１日生まれの方 

     出産につき初めて受けた助成の治療開始時の妻の年齢が 

４０歳未満    から  ４１歳未満   に緩和 

②所得要件 

 〇本年（Ｒ２年）の推定所得を使用できます 

 

〇Ｈ３０年所得を使用できます 

 

Ｒ1 年の夫婦合算所得が 730 万円を超過している場合で、本年の推定所得が 

730 万円未満の場合は、本年所得を適用することで助成の対象となります。 

Ｒ１年の夫婦合算所得が 730 万円を超過している場合で、Ｈ 30 年 所得 が 

730 万円未満の場合は、Ｈ30年所得を適用することで助成の対象となります。 

必要書類 

 
〇本年（Ｒ２年）の推定所得を使用する場合 

 〇Ｈ３０年所得を使用する場合 

 

必要書類は申請される方により異なりますので、直接お電話にてご相談ください。 

 

夫婦それぞれのＨ30 年及びＲ１年の「所得金額」と「所得控除の内訳」が 

記載された証明書（【例】所得証明書等） 

 
お問い合わせ 

 
〇金沢市以外の市町にお住まいの方 

 
石川県健康福祉部少子化対策監室 TEL:076-225-1424 

〇金沢市にお住まいの方 

 
金沢市保健局健康政策課 TEL:076-220-2233 

 

①年齢要件 


